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○ 建 設 省 告 示 第 ○ ○ ○ 号 （ 平 成 十 二 年 ○ 月 ○ 日 ）                                           （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改    正    案 現       行 

 

 建 築 基 準 法 施 行 令 第 百 十 五 条 第 一 項 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で の 規 定 を 適 用 し な い こ

と に つ き 防 火 上 支 障 が な い 煙 突 の 構 造 を 定 め る 件 

昭 和 五 十 六 年 六 月 一 日 

建 設 省 告 示 第 千 九 十 八 号 

 

 建 築 基 準 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 三 百 三 十 八 号 ） 第 百 十 五 条 第 二 項 の 規 定

に 基 づ き 、 同 条 第 一 項 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で の 規 定 を 適 用 し な い こ と に つ き 防 火 上

支 障 が な い 基 準 を 次 の よ う に 定 め る 。 

第 一 建 築 基 準 法 施 行 令 （ 以 下 「 令 」 と い う 。 ） 第 百 十 五 条 第 一 項 第 一 号 又 は 第 二

号 の 規 定 を 適 用 し な い こ と に つ き 防 火 上 支 障 が な い も の と し て 定 め る 基 準 は 、 次

に 掲 げ る も の と す る 。 

一 煙 突 （ ボ イ ラ ー に 設 け る 煙 突 を 除 く 。 以 下 同 じ 。 ） が 、 次 の イ か ら ハ ま で の

一 に 該 当 す る も の で あ る こ と 。 

イ 換 気 上 有 効 な 換 気 扇 そ の 他 こ れ に 類 す る も の （ 以 下 「 換 気 扇 等 」 と い う 。

） を 有 す る 火 を 使 用 す る 設 備 又 は 器 具 に 設 け る も の で あ る こ と 。 

ロ 換 気 扇 等 を 有 す る も の で あ る こ と 。 

ハ 直 接 屋 外 か ら 空 気 を 取 り 入 れ 、 か つ 、 廃 ガ ス そ の 他 の 生 成 物 （ 以 下 「 廃 ガ

ス 等 」 と い う 。 ） を 直 接 屋 外 に 排 出 す る こ と が で き る 火 を 使 用 す る 設 備 又 は

器 具 に 設 け る も の で あ る こ と 。 

二 廃 ガ ス 等 が 、 火 粉 を 含 ま ず 、 か つ 、 廃 ガ ス 等 の 温 度 （ 煙 道 接 続 口 （ 火 を 使 用

す る 設 備 又 は 器 具 が バ フ ラ ー を 有 す る 場 合 に お い て は 、 そ の 直 上 部 ） に お け る

 

 建 築 基 準 法 施 行 令 第 百 十 五 条 第 一 項 第 一 号 、 第 二 号 及 び 第 四 号 の 規 定 を 適 用 し な

い こ と に つ き 防 火 上 支 障 が な い と 認 め る 場 合 を 指 定 す る 件 

昭 和 五 十 六 年 六 月 一 日 

建 設 省 告 示 第 千 九 十 八 号 

 

 建 築 基 準 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 三 百 三 十 八 号 ） 第 百 十 五 条 第 二 項 の 規 定

に 基 づ き 、 同 条 第 一 項 第 一 号 、 第 二 号 及 び 第 四 号 の 規 定 を 適 用 し な い こ と に つ き 防

火 上 支 障 が な い と 認 め る 場 合 を 次 の よ う に 指 定 す る 。 

第 一 建 築 基 準 法 施 行 令 （ 以 下 「 令 」 と い う 。 ） 第 百 十 五 条 第 一 項 第 一 号 又 は 第 二

号 の 規 定 を 適 用 し な い こ と に つ き 防 火 上 支 障 が な い と 認 め る 場 合 は 、 次 の 各 号 に

適 合 す る 場 合 と す る 。 

一 煙 突 （ ボ イ ラ ー に 設 け る 煙 突 を 除 く 。 以 下 同 じ 。 ） が 、 次 の イ か ら ハ ま で の

一 に 該 当 す る も の で あ る こ と 。 

イ 換 気 上 有 効 な 換 気 扇 そ の 他 こ れ に 類 す る も の （ 以 下 「 換 気 扇 等 」 と い う 。

） を 有 す る 火 を 使 用 す る 設 備 又 は 器 具 に 設 け る も の で あ る こ と 。 

ロ 換 気 扇 等 を 有 す る も の で あ る こ と 。 

ハ 直 接 屋 外 か ら 空 気 を 取 り 入 れ 、 か つ 、 廃 ガ ス そ の 他 の 生 成 物 （ 以 下 「 廃 ガ

ス 等 」 と い う 。 ） を 直 接 屋 外 に 排 出 す る こ と が で き る 火 を 使 用 す る 設 備 又 は

器 具 に 設 け る も の で あ る こ と 。 

二 廃 ガ ス 等 が 、 火 粉 を 含 ま ず 、 か つ 、 廃 ガ ス 等 の 温 度 （ 煙 道 接 続 口 （ 火 を 使 用

す る 設 備 又 は 器 具 が バ フ ラ ー を 有 す る 場 合 に お い て は 、 そ の 直 上 部 ） に お け る
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温 度 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） が 、 二 百 六 十 度 以 下 で あ る こ と 。 
三 木 材 そ の 他 の 可 燃 材 料 （ 以 下 「 木 材 等 」 と い う 。 ） が 、 次 に 掲 げ る 位 置 に な

い こ と 。 

イ 先 端 を 下 向 き に し た 煙 突 に あ つ て は 、 そ の 排 気 の た め の 開 口 部 の 各 点 か ら

の 水 平 距 離 が 十 五 セ ン チ メ ー ト ル 以 内 で 、 か つ 、 垂 直 距 離 が 上 方 三 十 セ ン チ

メ ー ト ル 、 下 方 六 十 セ ン チ メ ー ト ル 以 内 の 位 置 

ロ 防 風 板 等 を 設 け て 廃 ガ ス 等 が 煙 突 の 全 周 に わ た つ て 吹 き 出 す も の と し た 構

造 で 、 か つ 、 廃 ガ ス 等 の 吹 き 出 し 方 向 が 水 平 平 面 内 に あ る 煙 突 に あ つ て は 、

そ の 排 気 の た め の 開 口 部 の 各 点 か ら の 水 平 距 離 が 三 十 セ ン チ メ ー ト ル 以 内 で

、 か つ 、 垂 直 距 離 が 上 方 三 十 セ ン チ メ ー ト ル 、 下 方 十 五 セ ン チ メ ー ト ル 以 内

の 位 置 

ハ 防 風 板 等 を 設 け て 廃 ガ ス 等 が 煙 突 の 全 周 に わ た つ て 吹 き 出 す も の と し た 構

造 で 、 か つ 、 廃 ガ ス 等 の 吹 き 出 し 方 向 が 鉛 直 平 面 内 に あ る 煙 突 に あ つ て は 、

そ の 排 気 の た め の 開 口 部 の 各 点 か ら の 水 平 距 離 が 十 五 セ ン チ メ ー ト ル 以 内 で

、 か つ 、 垂 直 距 離 が 上 方 六 十 セ ン チ メ ー ト ル 、 下 方 十 五 セ ン チ メ ー ト ル 以 内

の 位 置 

第 二 令 第 百 十 五 条 第 一 項 第 三 号 の 規 定 を 適 用 し な い こ と に つ き 防 火 上 支 障 が な い

も の と し て 定 め る 基 準 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。 

一 廃 ガ ス 等 の 温 度 が 、 二 百 六 十 度 以 下 で あ る こ と 。 

二 次 の イ か ら ニ ま で の 一 に 該 当 す る こ と 。 

イ 煙 突 が 、 木 材 等 か ら 当 該 煙 突 の 半 径 以 上 離 し て 設 け ら れ る こ と 。 

ロ 煙 道 の 外 側 に 筒 を 設 け 、 そ の 筒 の 先 端 か ら 煙 道 と の 間 の 空 洞 部 に 屋 外 の 空

気 が 有 効 に 取 り 入 れ ら れ る も の と し た 構 造 の 煙 突 で 防 火 上 支 障 が な い も の で

あ る こ と 。 

ハ 厚 さ が 二 セ ン チ メ ー ト ル 以 上 の 金 属 以 外 の 不 燃 材 料 で 有 効 に 断 熱 さ れ た 煙

温 度 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） が 、 二 百 六 十 度 以 下 で あ る こ と 。 

三 木 材 そ の 他 の 可 燃 材 料 （ 以 下 「 木 材 等 」 と い う 。 ） が 、 次 に 掲 げ る 位 置 に な

い こ と 。 

イ 先 端 を 下 向 き に し た 煙 突 に あ つ て は 、 そ の 排 気 の た め の 開 口 部 の 各 点 か ら

の 水 平 距 離 が 十 五 セ ン チ メ ー ト ル 以 内 で 、 か つ 、 垂 直 距 離 が 上 方 三 十 セ ン チ

メ ー ト ル 、 下 方 六 十 セ ン チ メ ー ト ル 以 内 の 位 置 

ロ 防 風 板 等 を 設 け て 廃 ガ ス 等 が 煙 突 の 全 周 に わ た つ て 吹 き 出 す も の と し た 構

造 で 、 か つ 、 廃 ガ ス 等 の 吹 き 出 し 方 向 が 水 平 平 面 内 に あ る 煙 突 に あ つ て は 、

そ の 排 気 の た め の 開 口 部 の 各 点 か ら の 水 平 距 離 が 三 十 セ ン チ メ ー ト ル 以 内 で

、 か つ 、 垂 直 距 離 が 上 方 三 十 セ ン チ メ ー ト ル 、 下 方 十 五 セ ン チ メ ー ト ル 以 内

の 位 置 

ハ 防 風 板 等 を 設 け て 廃 ガ ス 等 が 煙 突 の 全 周 に わ た つ て 吹 き 出 す も の と し た 構

造 で 、 か つ 、 廃 ガ ス 等 の 吹 き 出 し 方 向 が 鉛 直 平 面 内 に あ る 煙 突 に あ つ て は 、

そ の 排 気 の た め の 開 口 部 の 各 点 か ら の 水 平 距 離 が 十 五 セ ン チ メ ー ト ル 以 内 で

、 か つ 、 垂 直 距 離 が 上 方 六 十 セ ン チ メ ー ト ル 、 下 方 十 五 セ ン チ メ ー ト ル 以 内

の 位 置 

第 二 令 第 百 十 五 条 第 一 項 第 四 号 の 規 定 を 適 用 し な い こ と に つ き 防 火 上 支 障 が な い

と 認 め る 場 合 は 、 次 の 各 号 に 適 合 す る 場 合 と す る 。 

一 廃 ガ ス 等 の 温 度 が 、 二 百 六 十 度 以 下 で あ る こ と 。 

二 次 の イ か ら ニ ま で の 一 に 該 当 す る こ と 。 

イ 煙 突 が 、 木 材 等 か ら 当 該 煙 突 の 半 径 以 上 離 し て 設 け ら れ る こ と 。 
ロ 煙 道 の 外 側 に 筒 を 設 け 、 そ の 筒 の 先 端 か ら 煙 道 と の 間 の 空 洞 部 に 屋 外 の 空

気 が 有 効 に 取 り 入 れ ら れ る も の と し た 構 造 の 煙 突 で 防 火 上 支 障 が な い も の で

あ る こ と 。 

ハ 厚 さ が 二 セ ン チ メ ー ト ル 以 上 の 金 属 以 外 の 不 燃 材 料 で 有 効 に 断 熱 さ れ た 煙
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突 の 部 分 で あ る こ と 。 
ニ 煙 突 の 外 壁 等 の 貫 通 部 で 不 燃 材 料 で 造 ら れ た め が ね 石 等 を 防 火 上 支 障 が な

い よ う に 設 け た 部 分 で あ る こ と 。 

三 小 屋 裏 、 天 井 裏 、 床 裏 等 に あ る 煙 突 の 部 分 は 、 金 属 以 外 の 不 燃 材 料 で 覆 う こ

と 。 

第 三 令 第 百 十 五 条 第 一 項 第 一 号 か ら 第 三 号 の 規 定 を 適 用 し な い こ と に つ き 防 火 上

支 障 が な い も の と し て 定 め る 基 準 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。 

一 第 一 第 一 号 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。 

二 廃 ガ ス 等 が 、 火 粉 を 含 ま ず 、 か つ 、 廃 ガ ス 等 の 温 度 が 、 百 度 以 下 で あ る こ と

。 

三 煙 突 が 延 焼 の お そ れ の あ る 外 壁 を 貫 通 す る 場 合 に あ つ て は 、 煙 突 は 不 燃 材 料

で 造 る こ と 。 た だ し 、 外 壁 の 開 口 面 積 が 百 平 方 セ ン チ メ ー ト ル 以 内 で 、 か つ 、

外 壁 の 開 口 部 に 鉄 板 、 モ ル タ ル 板 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 材 料 で 造 ら れ た 防 火 覆

い を 設 け る 場 合 又 は 地 面 か ら の 高 さ が 一 メ ー ト ル 以 下 の 開 口 部 に 網 目 二 ミ リ メ

ー ト ル 以 下 の 金 網 を 設 け る 場 合 に あ つ て は 、 こ の 限 り で な い 。 

 

    附 則 

 こ の 告 示 は 、 平 成 十 二 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

 

 

突 の 部 分 で あ る こ と 。 

ニ 煙 突 の 外 壁 等 の 貫 通 部 で 不 燃 材 料 で 造 ら れ た め が ね 石 等 を 防 火 上 支 障 が な

い よ う に 設 け た 部 分 で あ る こ と 。 

 

 


